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急性心筋梗塞の医療体制構築に係る指針 

 

第1 急性心筋梗塞の現状 

 

第2 医療機関とその連携 

1 目指すべき方向 

2 各医療機能と連携 

(1) 発症予防の機能【予防】 

(2) 応急手当・病院前救護の機能【救護】 

(3) 救急医療の機能【急性期】 

(4) 身体機能を回復させるリハビリテーションを実施する機能【回復期】 

① 目標 

 再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理を実施すること 

 合併症や再発の予防、在宅復帰のための心臓リハビリテーショ

ンを入院又は通院により実施すること 

 在宅等生活の場への復帰を支援すること 

 患者に対し、再発予防などに関し必要な知識を教えること 

 

② 医療機関に求められる事項 

次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイド

ラインに則した診療を実施していることが求められる。 

 再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理、抑うつ状態等の

対応等が可能であること 

 心電図検査、電気的除細動等急性増悪時の対応が可能であるこ

と 

 合併症併発時や再発時に緊急の内科的・外科的治療が可能な医

療機関と連携していること 

 運動耐容能を評価の上で、運動療法、食事療法等の心臓リハビ

リテーションが実施可能であること 

 急性心筋梗塞の再発や重症不整脈などの発生時における対応

法について、患者及び家族への教育を行っていること 

 急性期の医療機関及び二次予防の医療機関と診療情報や治療

計画を共有する等して連携していること 

 

③ 医療機関の例 

 内科及びリハビリテーション科を有する病院又は診療所 
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(5) 再発予防の機能【維持期】 

① 目標 

 再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理を実施すること 

 在宅療養を継続できるよう支援すること 

 

② 医療機関等に求められる事項 

         次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイド

ラインに則した診療を実施していることが求められる。 

 再発予防のための治療や基礎疾患・危険因子の管理、抑うつ状

態への対応が可能であること 

 緊急時の除細動等急性増悪時への対応が可能であること 

 合併症併発時や再発時に緊急の内科的・外科的治療が可能な医

療機関と連携していること 

 急性期の医療機関や介護保険サービス事業所等と再発予防の

定期的専門的検査、合併症併発時や再発時の対応を含めた診療

情報や治療計画を共有する等して連携していること 

 在宅でのリハビリ、再発予防のための管理を医療機関と訪問看

護ステーション・薬局が連携し実施出来ること 

 

③ 医療機関等の例 

 病院又は診療所 

 

第 3 構築の具体的な手順 


